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東北地方太平洋沖地震の被害対策について（要請）  
 

市長ならびに市当局におかれましては、このたびの大震災に対して、被災市民への救援・

支援活動、公共施設の復旧対策さらに甚大な被害を受けた東北地方への救援・救護活動へ

のご尽力に敬意を表します。  
この地震によって、市内各所で被害が発生いたしましたが、特に美浜区で液状化による

被害が多数発生を致しました。  
つきましては、被災された市民やマンション管理組合、事業者等に対しまして、その生

活の再建、事業継続を確保するため、下記事項について早急に対応されますよう要請致し

ます。  
記  

１、被災者市民に対して  
 ・災害総合相談窓口については、必要な職員を配置して、迅速、丁寧な受け付けと相談

を行うこと。  
 ・罹災証明書については、発行申請後速やかに現地調査を行い、早期の発行に努めるこ

と。また、美浜区以外の区役所でも、罹災証明書発行手続きを行うこと。  
 ・各種制度の適用・活用にあたって、総合的観点からわかりやすい助言と指導を行うこ

と。  
 ・住宅の建て替えや修繕にあたって、仮住まいとして市営住宅等を十分確保すること。  
２、マンション管理組合に対して  
  ・多額に上る災害復旧費用の支援対策について検討し、対応すること。  
  ・液状化による大量の土砂の撤去について、必要な助言と支援を行うこと。  
３、事業者に対して  
 ・被災事業者の総合的な相談窓口を開設すること。  

・罹災証明書については、現地調査を行う場合は速やかに行い、早期の発行に努めるこ

と。  
４、公共施設に対して  
 ・学校等公共建築物、道路、公園等の早期復旧に努めること。  
 ・民間保育園、幼稚園、特別養護老人ホーム、障害者施設等福祉施設及び病院等医療施

設への支援を検討し、対応すること。  
５、東北地方の被災者について  
 ・被災者の受け入れについて検討すること。  
 ・親戚、知人等を受け入れた市民への相談と支援対策を行うこと。      

以上  


